危機管理マニュアルの改訂履歴（例）

	版数
	発行年月日
	改訂概要

	第１版
	●●年●月●●日
	初版発行

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	第●版
	●●年●●月●●日
	人事異動に伴う職員数、担当者、生徒数の更新
●●に関する項目を追加
●●に関する項目を見直し、修正





危機管理マニュアルの法的根拠（例）
⑴　危機管理マニュアルの位置付け
本マニュアルは、本校における事故、加害行為、災害等から生徒及び教職員の安全の確保を図ることを目的として、学校保健安全法第29条第1項に定める「危険等発生時対処要領」として作成するものである。
また本校は、●●市が作成する地域防災計画において、●●区域に位置する要配慮者利用施設となっていることから、本マニュアルは、下記の関連法律に基づく、避難確保計画としても位置付ける。
（※関連する法律を下表から選択して記載）
	関連法律
	対象
	各種計画

	消防法　第8条第1項
	収容人員50人以上の学校※
	消防計画

	水防法　第15条の3 
	浸水想定区域内に位置し、市町村の地域防災計画で要配慮者利用施設と指定された学校
	避難確保計画

	土砂災害防止法　第8条の2
	土砂災害警戒区域内に位置し、市町村の地域防災計画で要配慮者利用施設と指定された学校
	避難確保計画

	活火山法　第8条第1項
	火山災害警戒地域内に位置し、市町村の地域防災計画で避難促進施設と指定された学校
	避難確保計画

	大規模地震対策特別措置法
第７条 第１項
	地震防災対策強化地域内に位置し、収容人員50人未満の学校
	地震防災応急計画

	南海トラフ地震特措法
第７条 第１項
	南海トラフ地震防災対策推進地域内に位置し、収容人員50人未満の学校
	南海トラフ地震防災対策計画


⑵　本校の危機管理の基本方針　
①　危機管理の基本原則
本校における危機管理は、以下の事項を基本原則として執り行う。
・生徒の生命、安全の確保を第一とする。 
・指揮・命令、報告・連絡の徹底を図り、学校全体として組織的な対応を行う。
・地域、保護者や関係機関と密接な連携を図り、一体となって対応する。 
本マニュアルに定めのない事態が発生した場合などは、個々の状況・場面に応じて、この基本原則に則って最も適切と考えられる措置をとるものとする。
②　危機管理のポイント
・生徒及び教職員の安全を確保するため、常に最大限の努力をする。 
・学校と生徒、保護者、関係機関との信頼関係を保つ。 
・指揮命令系統を管理職に一本化し、組織的に、迅速・的確な対応を行う。 
・常に「最悪の事態を想定し」、「慎重に」、「素早く」、「誠意をもって」、「組織で対応」し、被害等を最小限に留める。
③　危機管理の基本方針
・危機発生に備え、本マニュアルに従って危機管理の体制を整えるとともに、訓練・研修等を通じて、各自の役割分担や緊急時の対応要領を習熟する。 
・学校の施設・設備、地域の実情等を十分に把握し、そこから想定される様々な危機を想定した危機管理体制を構築する。
・教育委員会、警察・消防等の関係機関、保護者（ＰＴＡ）、地域住民等との連携を図る。
・危機の対応に当たっては、生徒や教職員の命を守ることを最優先とし、危険をいち早く予測・予見して、危機の発生を未然に防ぐ。
・万が一、危機が発生した場合は、拙速であっても迅速に対応し、被害を最小限に抑える。
・危機が収束した後には、再発防止と教育再開に向けた対策を講じるとともに、被害に遭った生徒やその保護者等への継続的な支援を行う。
⑶　本マニュアルの保管
・全ての職員が非常変災時に閲覧し、参考とできるよう紙媒体として全職員に配布をする。
・年度末に全職員から本マニュアルを回収する。
・必要があれば、回収の際に、巻末の改善・要望事項欄に次年度改訂の際の要望事項等を記入する。


関連する諸計画とマニュアル等との関係（例）
本マニュアルは、本校における学校安全のための各種対応の基本となる事項を定めるとともに、本校におけるその他の学校安全に関する計画・マニュアル等（下図）と常に整合を図りつつ本校の学校安全を推進するものである。
　　　＜関係の例＞●●高等学校
危機管理マニュアル
（本書）
●●高等学校　学校安全計画
●●高等学校　消防計画
●●高等学校　避難所運営支援計画
●●市　地域防災計画
●●市　避難所運営計画
●●高等学校　安全点検実施要領
●●高等学校　命を守る訓練実施要領



危機管理マニュアルの見直しと改善の時期、手順（例）
⑴　見直しの時期　
①　定例の見直し
・●月　毎年度当初、及び人事異動があったとき
・●月　各種訓練・研修等を実施した後
・●月　●●協議会等において関係機関と協議したとき

②　随時の見直し
・●●市の地域防災計画、国民保護計画など、関係機関の関連計画・マニュアル等の改訂があったとき
・関連する法律などの改正があったとき
・ハザードマップの改訂、近隣での事故・犯罪の発生など、起こりうるリスクに関する情報の変更があったとき
・先進学校の情報、その他マニュアルの見直し・改善に役立つ情報を入手したとき
・国または県、市町村において災害対応方針等に変更があった時
⑵　見直しの手順
改訂の手順については、以下の通りとする。
ただし、人事異動や校務分掌の変更に伴う改訂、生徒数等に関する改訂のみの場合は、２～４を省略する。
	１
	危機管理マニュアル改訂素案作成
	学校安全担当者・校長・教頭を中心に作成

	２
	関係機関からの意見聴取
	市町村防災担当部局、警察、消防、医療機関、県教育委員会等からの意見聴取

	３
	危機管理マニュアル改定案協議
	学年会、職員会議等での協議

	４
	保護者代表との協議
	ＰＴＡ役員会等で保護者代表への説明と協議

	５
	危機管理マニュアル改訂完成
	職員会議等で職員への周知を行う。
保護者に対してもＨＰへの公開などで周知を実施。

	６
	岐阜県教育委員会への提出
	県教育委員会より定められた期限までに提出。
※その他、大幅な改定があった場合は都度提出を行う。





地域の状況（例）
⑴　地域の特徴
本校の位置する●●市は、●●県の東南部に位置し、西は▲▲川、東は■■川が流れている。市の約５割が低地であり、標高は平均すると●●～●●ｍとなっている。市の北側には●●町との境をなす●●山を中心と中心とした山地が広がっており、土砂災害警戒区域となっている。
また、市の中心部にある●●駅付近には市街地が広がり、駅前を通過する国道●●線沿いに工業地帯があり、自動車の交通量は多い。
これらの工業地帯には、小規模であるが危険物の集積地域もみられる。●●市の主な産業は工業・商業であるが、農地もところどころに残る。
住宅地開発が進み、人口は増加傾向にある。職住近接世帯が多く、昼間壮年人口が比較的多い。
●●市防災計画によると、想定される災害と被害規模は下記の通りである。
	
	概要
	想定被害

	地震
	●●断層を震源とする地震
	最大震度：震度●（本校周辺を含む）
最大津波高：●●ｍ（本校周辺の浸水なし）
市内の被害：住家全壊●●棟
（冬の夕刻） 半壊●●棟
一部損壊●●棟
人的被害：死者●●人

	浸水害
	▲▲川（洪水予報河川）の洪水浸水想定区域（想定最大規模　Ｌ２）に該当
	本校所在地の想定浸水●ｍ～●●ｍ未満
（校舎２階利用可）

	土砂災害
	●●地区●丁目～●丁目付近の斜面において「土砂災害特別警戒区域」及び「土砂災害警戒区域」に指定
	市道●●線におけるがけ崩れによる通行止め等

	
	
	

	
	
	

	
	
	



⑵　地域の災害履歴
〇〇市内における過去の主な災害は以下のとおりである。
	年月日
	災害
	被害

	●●年●●月●日
	地震災害
	住家被害：全壊●●棟、半壊●●棟、一部損壊●●棟
人的被害：死者●●人、重傷●●人
本校の周辺地域にも被害が発生し、本校には●月●日〜●日までの●日間、避難所が開設された。

	●●年●●月●日
	台風●号
	住家被害：床下浸水●●棟
人的被害：なし
本校周辺地域に●●市から避難指示が発令され、本校に避難所が開設された。

	●●年●●月●日
	土砂災害
	本校裏手、市道●●線の法面でがけ崩れが発生し、一部の土砂が校庭へ流入。校庭の立入禁止措置を実施。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





学校の状況（例）
本校は●●市の東北に位置している。海抜●●mであり、津波浸水区域外となっている。
校舎は昭和●●年建築であり、老朽化が進んだこと及び耐震補強の必要から平成●●年改修工事が行われた。校舎の裏手には●●山があり、本校の敷地の北側が土砂災害特別警戒区域に指定されている。また、校舎に隣接して県道が通り、多くの生徒が通学路として利用しているが、この県道沿いにも土砂災害の危険があるエリアがあるため、大雨の際の通行には危険が伴う。
本校の付近を流れる▲▲川は、洪水予報河川であり、本校は同河川の洪水浸水想定区域(Ｌ2）に含まれる。
また、▲▲川以外の洪水予報河川である××川×流、■■川の洪水浸水想定区域が含まれる●●市、▲▲市、■■町からの通学生徒も在籍している。
●●市との間で、災害時の避難所に関わる覚書を交わしており、当校は●●時の第●次避難所となっている。

＜災害想定区域等への該当＞
本校は、「県立高等学校　非常変災時における対応方針」の３（１）①に定める、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時に、教育長が休校を定める学校に該当する。
	想定区域
	洪水浸水想定区域
対象となる河川
（▲▲川）
	土砂災害
	南海トラフ地震防災対策推進地域

	
	Ｌ２
	警戒区域
	特別警戒区域
	

	該当の有無
	〇
	
	〇
	〇


＜避難所等の指定状況＞
	施設名等
	緊急避難所
	緊急一時
避難施設
	指定
避難所
	福祉
避難所

	
	河川氾濫
	土砂災害
	内水氾濫
	地震
	火災
	
	
	

	体育館
	
	
	
	〇
	
	〇
	〇
	


＜本校で発生することが想定される災害・事故＞
	分野
	想定される災害・事故

	生活安全
	

	交通安全
	

	災害安全
	


＜教職員に関すること＞
	
	常勤職員
	非常勤
	合計

	
	校長
	副校長
	教頭
	教諭
	養護教諭
	講師
	ＡＬＴ
	事務
	小計
	教科
	部活動
	教育相談
	業務アシスタント
	事務
	業務専門職
	その他
	小計
	

	男
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	女
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


非常参集職員　　●●教諭（●●市）　●●教諭（●●市）　●●教諭（●●市）　計●名


＜生徒に関すること＞
生徒総計　男子348名　　女子372名　総計720名（令和〇年〇月〇日現在）
	生徒数
	性
	１組
	２組
	３組
	４組
	５組
	６組
	合計

	１年
	男
	20
	18
	19
	21
	20
	18
	116

	
	女
	20
	22
	21
	19
	20
	22
	124

	
	計
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	240

	２年
	男
	20
	18
	19
	21
	20
	18
	116

	
	女
	20
	22
	21
	19
	20
	22
	124

	
	計
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	240

	３年
	男
	20
	18
	19
	21
	20
	18
	116

	
	女
	20
	22
	21
	19
	20
	22
	124

	
	計
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	240


居住地別生徒数※下宿生については、下宿所在地を示す。
	
	県内
	県外
	

	生徒数
	●●市
	▲▲市
	■■市
	××町
	△△町
	
	合計

	１年
	
	
	
	
	
	
	

	２年
	
	
	
	
	
	
	

	３年
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	


通学手段別等生徒数
	学年
	通学手段
	通学時間

	
	徒歩
	自転車
	鉄道
	バス
	３０分以内
	６０分以内
	９０分以内
	90分以上

	１年
	
	
	
	
	
	
	
	

	２年
	
	
	
	
	
	
	
	

	３年
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	


〇土砂災害（特別）警戒区域に居住する生徒
	生徒数
	１組
	２組
	３組
	４組
	５組
	６組
	合計

	１年
	
	
	
	
	
	
	

	２年
	
	
	
	
	
	
	

	３年
	
	
	
	
	
	
	


〇洪水予報河川の洪水浸水想定区域（Ｌ２）に居住する生徒
	生徒数
	河川名
	１組
	２組
	３組
	４組
	５組
	６組
	合計

	１年
	▲▲川
	
	
	
	
	
	
	

	
	××川×流
	
	
	
	
	
	
	

	
	■■川
	
	
	
	
	
	
	

	２年
	▲▲川
	
	
	
	
	
	
	

	
	××川×流
	
	
	
	
	
	
	

	
	■■川
	
	
	
	
	
	
	

	３年
	▲▲川
	
	
	
	
	
	
	

	
	××川×流
	
	
	
	
	
	
	

	
	■■川
	
	
	
	
	
	
	


〇避難行動等に配慮を要する生徒（自力での避難行動が困難な生徒数）
	生徒数
	性
	１組
	２組
	３組
	４組
	５組
	６組
	合計

	１年
	男
	
	
	
	
	
	
	

	
	女
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	
	

	２年
	男
	
	
	
	
	
	
	

	
	女
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	
	

	３年
	男
	
	
	
	
	
	
	

	
	女
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	
	





※その他災害発生時等に必要となる生徒に関する情報を記載すること。




学校周辺のハザードマップ（想定浸水区域　洪水想定最大浸水（Ｌ２））　※例として岐阜県庁周辺を示している。
　氾濫が想定される河川：学校の南を流れる▲▲川、学校の西を流れる▲▲川
想定浸水区域（Ｌ１）3.0～5.0ｍ　（Ｌ２）　5.0ｍ～10.0m
　周辺の指定避難所としては、●●（学校より●●ｍ）、●●（学校より●●ｍ）が存在する。
（「県域統合型GISぎふ」より作成　縮尺1:10000）
●●高校

安全点検の時期、点検項目（例）
校長は、学校・校地周辺・通学路の安全を保ち、事故・災害等の発生を防止するため、点検を中心とした危険箇所の把握とその分析及び管理を計画的に実施する。
⑴　学校施設の安全点検
　　　安全点検等の実施時期、対象、担当、様式については以下のとおりとする。なお、異常を発見した場合には、様式への記入に加えて写真や簡単な図等を追加する。
学校施設・設備のうち、非構造部材の点検については、県教育委員会の策定した安全点検方針及び点検実施計画等に基づき実施する。実際の点検の際には、文部科学省「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」を参考に、耐震点検を実施する。
	
	対象
	点検時期

	定期点検 
	校内施設・設備
校内の避難経路・避難場所
生徒が多く使用すると思われる校地、運動場、教室、特別教室、廊下、昇降口、ベランダ、階段、便所、手洗い場、給食室、屋上など
	毎月●日

	
	設備の耐震性の点検
	年●回

	
	校地周辺・通学路
校外の避難経路・避難場所
非構造部材の劣化状況など
	●●ごとに●回

	学校施設の安全点検
（県教育委員会による依頼）
	別紙点検表の通り
	前期点検（●月）
後期点検（●月）

	臨時点検
	グラウンド内の異物の除去等
体育館等の施設・設備点検
	●月●日（●●の１週間前）
●月●日（●●の１週間前）

	
	校内施設・設備
	災害発生時

	日常点検
	授業で使用する施設・設備
	随時


　・点検表様式
【参考】　学校施設の安全点検の実施　点検表（岐阜県教育委員会　教育財務課）



⑵　合同点検
毎年●月に「通学路の安全マップ」を基に、保護者・地域関係者・警察と合同で通学路の点検を実施する。その際、以下の点を確認する。
	・歩道や路側帯の整備状態
・車との側方間隔や往来する車の走行スピード
・右左折車両のある交差点や見通しの悪い交差点
・沿道施設の出入口の見通し
・渋滞車両・駐車車両の存在（日常的な状況）
・通学路にある犯罪発生条件（死角、外灯の有無など）
・
・
・


学校生活を送る中で、あるいは教育環境や教育活動全般において、以下のような事態が発生した場合には、「事故、ヒヤリハット、気づき報告様式」を用いて報告し、必要に応じて修理等対策を講じる。報告された情報は、校内配置図・校外マップを用いて整理・集積し、校内安全委員会に蓄積する。
・事故に遭った（見聞きした） 
・事故や怪我には至っていないが「ヒヤリ」とした体験をした 
・潜在的なリスクに気づいた 
⑶　点検の適切性の評価・改善 
安全点検担当者は、点検そのものの適切性を確保するために、毎年度末に、すべての点検について以下の視点から評価・改善点を整理し、次年度の点検表や分析・管理の仕組みの改善につとめる。 
・安全点検で確認する箇所や観点は明確か。 
・安全点検の具体的な方法は明確か（実施者によって異なることはないか）。 
・安全点検で問題が明らかになった場合の対応は明確か（緊急修理、立ち入り禁止措置、教育委員会等への対応依頼等）。 
・これまでの安全点検で問題が明らかになった点について、適切な管理がなされているか（危険箇所が放置されていないか）。 
⑷　教職員に対する校内研修
校長は、担当教職員に指示して、毎年度、学校安全に関する教職員の校内研修に関する計画を策定し、学校安全計画に位置付けて、実施するものとする。
校内研修の内容及び実施時期は、下表を目安とし、基礎知識の習得、状況想定型訓練による実践力向上、マニュアルの想定を超えた事態等に対処するための応用力の獲得まで、段階的に教職員の能力向上を図るものとし、学校行事や過年度実施研修の状況、外部研修の共有状況等により適宜調整する。
	月
	内容
	講師
	対象

	４
	危機管理マニュアル及び学校安全計画の内容確認
	防災担当者
	全職員

	５
	学校安全講習会伝達講習
	学校安全講習会出席者
	全職員

	６
	救急救命講習
	●●市消防本部
	該当する教職員

	８
	避難所設営訓練
	防災士●●氏
	全職員

	１０
	不審者対応訓練・クマ類出没対応訓練
	●●警察署
●●市鳥獣対策課
	全職員

	１２
	安全点検研修
	学校安全担当者
	全職員

	２
	危機管理マニュアル見直し
	防災担当者
	全職員


その他、毎月の職員会議において学校安全に関する情報提供等を実施する。
県教育委員会が主催する各種研修への参加についても積極的に促していく。



[bookmark: _Hlk216447855]事故発生時の報告経路（例）
校長は、事故・災害等が発生し生徒が被災した場合、自ら又は他の教職員に指示して、当該生徒等の保護者に以下のとおり速やかに連絡を入れる。
	第一報
	事故・災害等の発生後、できるだけ速やかに連絡する。
事故等の概況、けがの程度、応急処置・救急搬送依頼の状況など、最低限必要とする情報を整理した上で、提供する。

	第二報以降
	事故等の状況や被害の詳細、搬送先の医療機関名等、情報が整理できた段階で連絡する。



⑴　報告経路図要請
事故・災害の発生
養護教諭
その他の教職員


内線
携帯電話等
校長
●●
***-****-****
副校長
●●
***-****-****
事務部長
●●
***-****-****
教頭
●●
***-****-****

教務主任・生徒指導主事
進路指導主事・保健主事
学校安全担当・学年主任等
発見者
担当者
応援の要請等
担架・ＡＥＤ等
消防・救急・警察
状況に応じ管理職以外が要請
病院等
付添
ＨＲ担任
保護者等
指示
指示
連絡
報告
報告
報告
要請
※ＨＲ担任・部顧問が不在の場合は、副担任又は学年主任が保護者に連絡を行う
生徒・保護者
県教育委員会
全教職員
ＰＴＡ会長
報道機関等
報告
説明・指示・対応
説明
対応
報告要領に則り、速やかに第1報を報告
事実の説明、役割分担及び対応の指示
集会、保護者説明会の開催
事実の説明
問合せ窓口の設定、対応の一本化

　　〇事故対応のポイント
　　　①　生命・安全を最優先とした対応
　　　　　　・首から上の怪我、歯の欠損、熱中症（疑いを含む）については速やかに医療へつなぐ。
　　　　　　・　「この程度なら大丈夫だろう」と思わず、最悪を想定した対応を取ること。
　　　②　保護者への迅速な情報提供と十分な説明
　　　　　　・被害生徒の保護者に対しては、事故の発生後速やかに連絡を行う。
・事実を正確に伝え、ある程度の情報が整理できた段階で第二報を行う。
　　　③　組織での情報共有と最悪を想定した対応方針の検討
　　　　　　・一人で対応せず、複数の教職員と連携をして対応をする。状況により一人での対応を余儀なくされる場合は、消防等に連絡を取り指示を仰ぐこと。
　　　　　　・事故発生時は必ず管理職に報告を行う。
　　　④　正確な事実の把握
・事故等の発生時刻を可能な限り正確に伝えること。
・事故の発生場所を具体的に伝える。
・被害生徒の学年、氏名、性別を正しく伝える。
・被害生徒の傷病の状態を正しく伝える。
・事故等の発生状況をできる限り正確に説明する。
・対応した教員が行った処置について、正しく救急隊員等に伝える。
・事故等の発生を目撃した生徒がいれば、可能な範囲で聴き取りを行う。

⑵　岐阜県教育委員会への報告
　 ①　学校事故・交通事故発生時の報告
事故発生後、速やかに電話にて所管課に報告を実施する。
事故が発生した場合は、「生徒に関する事故・災害等の報告要領」（岐阜県教育委員会　教育総務課）に基づき、岐阜県教育委員会へ所定の様式を用いて報告を行う。
＜報告の対象＞
ア　生徒に関する事故　報告先：学校安全課
	交通事故
（学校管理下、学校管理下外）
	交通事故で本人・相手が救急搬送されたもの

	学校事故
（学校管理下）
	教育課程に位置付けられる教育活動に伴う事故
休憩時間、部活動等における事故
火災、自然災害等による人的被害
施設の瑕疵による事故等
学校管理下（部活動を含む）の熱中症
学校管理下のアレルギー症状（疑いを含む）
ＡＥＤ使用等による救急搬送

	学校管理下外の重大事故
	教育活動以外の旅行先等での死亡・重傷事故
水難事故
火災、自然災害による被害等

	防犯に関する事件・事故
（学校管理下・学校管理下外）
	学校への不審者侵入
登下校中における声かけ事案、誘拐事件等

	その他校長が報告を必要と認める事案
	


報告の目安：死亡事故、死亡のおそれのある事故
傷害の程度の重い事故（概ね骨折以上）
頭部の事故、頭部の打撲や目や歯（欠損を含む）に関わるもの
救急搬送された事故
損害賠償責任が発生する（安全配慮義務違反）おそれがある事故
※第一報の後、新たな事実の判明や発生に応じ、続報を提出
イ　学校施設・設備などに関する事故・災害　報告先：教育財務課
	学校施設・設備等が被害を受けた事故・災害
	・学校及び関連施設の火災・その他の災害に伴う被害
・学校及び関連施設への侵入盗、施設・設備の損壊

	学校施設・設備等が原因の事件・事故
	・施設の瑕疵による事件・事故


ウ　学校施設・設備などに関する事故・災害　報告先：体育健康課・所管の保健所
	感染症による出席停止・臨時休業
	結核・麻しん・風しん・腸管出血性大腸菌感染症・新型インフルエンザ・その他命に関わる重篤な症状を呈する場合や感染拡大が疑われる場合

	食中毒
	


エ　教職員の事故　報告先：高校教育課
・教職員が交通事故を起こした場合及び重大な故意又は過失による交通違反処分を受けることとなった場合
・災害時における教職員の被害等
オ　個人情報に係る情報漏洩事案　報告先：教育管理課
・個人情報に係る苦情の申出があった場合
・個人情報の漏洩等安全確保のうえで問題となる場合
　 ②　災害発生時の報告
	内容
	報告先
	備考

	自宅待機、臨時休校、授業打ち切りの決定
	学校安全課
	すぐ参集によるアンケート回答

	校舎施設の破損、損壊が発生した場合
	教育財務課
	

	・県内で震度５弱以上の地震が発生した場合
・危機事態対策事案・国民保護対策事案発生時
・南海トラフ臨時情報発表時
	●●課
	岐阜県教育委員会 災害時等緊急情報伝達計画に基づき報告を実施


⑶　報道機関への対応
①　対応窓口の一本化
校長は、報道機関への対応が必要と判断された場合、県教育委員会に連絡し、対応窓口について相談する。
学校にて対応することとなった場合は、●●を対応窓口担当者とする。
②　報道機関への対応上の留意点
ア　正確な事実情報の提供
個人情報、人権などに最大限配慮しつつ、事実に関する正確な情報を提供する。このため、発表内容については、以下の点に留意する。
・可能な限り警察・消防など当該事故・災害等への対応に関わった関係機関の情報等を収集し事実確認を行う。
・事前に被災生徒等の保護者の意向を確認し、発表内容についての承諾を得る。
・県教育委員会に対し、発表内容の確認を依頼するとともに協議を行う。
イ　誠意ある対応
報道を通じて、学校の対応状況や今後の方針等が広く保護者や地域に伝えられることを踏まえ、学校と報道機関との信頼・協力関係が保たれるよう、取材には誠意をもって対応する。
ウ　公平な対応
報道機関ごとに提供する情報の量・質に差異が生じないよう、公平な対応に努める。このため、報道機関への発表内容は、文書として取りまとめ、これを配布するととともに、当該文書に記載された範囲を大きく超える内容について一部報道機関のみに提供することのないよう留意する。
エ　報道機関への要請
報道機関の取材により学校現場に混乱が生じるおそれのある場合は、取材に関しての必要事項等を文書として提供し、報道機関へ協力を要請する。
〈取材に関する必要事項（例）〉
・校地・施設内の立ち入り可能箇所、取材場所・時間
・生徒、教職員への取材（撮影、録音）の可否
・報道資料の提供（記者会見）の予定 など
オ　取材者の確認と記録
取材を受ける際には、取材者（社名、担当者氏名、電話番号など連絡先）を確認し、取材内容とともに記録を残す。
カ　明確な回答
取材への回答で誤解等が生じないよう、以下の点に留意する。
・確認の取れた事実のみを伝え、憶測や個人的な見解を述べることは避ける。
・把握していないこと、不明なことは、その旨（「現時点ではわからない」等）を明確に伝える。
・決まっていないこと、答えられないことは、その旨を理由とともに説明するとともに、回答できる時期の見込み等を示す。
・説明に誤りがあったことが判明した場合は、直ちに取材者に訂正を申し出る。


事故・災害対策本部等の設置と非常参集体制（例）
校長は、学校における危機管理の最高責任者として、日常の安全管理・安全教育を推進するため、校内安全委員会を設置して危機管理体制を確立し、事故・災害等の未然防止及び発生に備えた対策を取りまとめる。 
教頭、学校安全担当者は、校内安全委員会において、校長の指示に基づき、事故・災害等の未然防止及び発生に備えた対策を推進する。教務主任、事務長、養護教諭をはじめとする各教職員についても日常の安全管理・安全教育を担い、全員体制で日々の取組を推進していく。 
上記に加え、管理職や学校安全担当者は、職員会議、学年会、校内研修会等の様々な機会をとらえて学校安全に関する話題を取りあげ、日頃から全教職員の危機管理意識の維持高揚を図るよう努める。

⑴　校内組織及び役割分担事故・災害の発生
発見者
校長・副校長・教頭・事務部長
・関係職員への連絡
・事故現場、警察、病院等への職員の派遣
対策本部設置
校長・副校長・教頭・事務部長・教務主任・生徒指導主事保健主事・学校安全担当・各学年主任等
当該生徒・保護者
職員
（必要に応じ）
近隣の学校
自治会
警備会社等
緊急連絡
救急
応急処置等
搬送
警察・消防
職員会議
情報共有・各職員の役割分担
対策組織の編成
安否確認班
責任者●●
班員
安全点検班
責任者●●
班員
応急復旧班
責任者●●
班員
救護班
責任者●●
班員
連絡班
責任者●●
班員
避難所協力班
責任者●●
班員

⑵　夜間・休日等における緊急参集職員
夜間休日、休暇中などの勤務時間外に災害等が発生した場合に備え、災害等のレベルに応じた緊急時の非常参集体制を下記のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　　（〇：参集　△：報告を受け参集　▲：待機）
ア　地震発生時
	参集体制
	震度
	緊急参集職員
	管理職
	学校安全
担当者
	教務・生指
主事等
	学年主任部主事等
	その他
職員

	第1次
	震度４（被害なし）
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲

	第2次
	震度４（被害あり）
	〇
	△
	▲
	▲
	▲
	▲

	第3次
	震度５強又は弱
	〇
	〇
	〇
	〇
	△
	▲

	第4次
	震度６弱以上
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇


イ　防災気象情報発表時
	参集体制
	警報
	緊急参集職員
	管理職
	学校安全担当者
	教務・生指
主事等
	学年主任部主事等
	その他
職員

	第1次参集
	レベル３警報
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲

	第2次参集
	レベル４危険警報
	〇
	〇
	△
	▲
	▲
	▲

	第3次参集
	レベル５特別警報
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇
	〇


　　※参集については、各職員の安全が確保できる場合に限る。

⑶　災害・事故発生時の役割等（例）
	業務
	役割
	担当
	準備物
	発生直後～１日
	発生後２～３日

	対策本部
	各班との連絡調整
応急対策の決定
市町村対策本部との連絡
報道機関への連絡、対応
記録日誌・報告書の作成
非常持ち出し書類の搬出保管
校内放送等による連絡・指示
ＰＴＡとの連絡調整
	◎校長
〇事務部長
	緊急マニュアル・学校敷地図
ラジオ・ハンドマイク
懐中電灯・緊急活動の日誌
トランシーバー・携帯電話
	外部からの問い合わせ対応
関係機関へ被災状況を報告
教職員の体制指示
教職員の配置検討
関係機関、市町村からの情報入手
	外部からの問い合わせ対応
避難場所の確定
外部ボランティアの受け入れ
連絡調整

	情報収集班
	被害状況の把握
市町村からの情報収集
教職員・生徒の安否確認
	◎●●
〇●●
・●●、●●、●●
	緊急時の連絡網
災害時関係機関の連絡先
災害時使用の通信機器
	出勤者確認（時間外）
安否確認（教職員・生徒）
校内の被害確認
	生徒・教職員の被害状況確認
地域の被害状況調査
被災状況確認
保護者等との対応
（家庭の様子や安全の状況確認）

	安否確認班
	安全な避難経路で避難誘導
負傷者の把握
下校及び待機生徒の掌握・記録
行方不明の生徒、教職員の報告
	◎●●
〇●●
・●●、●●、●●
	クラスの出席簿
行方不明者の記入用紙
（生徒・教職員）
	安全な場所へ安全誘導
家庭への安全下校指導
待機場所の確保
	

	連絡班
	生徒・保護者への連絡
身元確認
保護者等への引渡し
	◎●●
〇●●
・●●、●●、●●
	生徒引渡しカード
出席簿・集合場所のクラス配置図
	引渡し場所の状況把握
保護者等との対応
（家庭の様子や安全の状況確認）
	

	安全点検班
	初期消火
避難、救助活動等の支援
被害の状況確認
校内建物の安全点検・管理
近隣の危険箇所の巡視
二次被害の防止
	◎●●
〇●●
・●●、●●、●●
	消火器・ヘルメット・ラジオ・道具セット・手袋・被害調査票等
	消火活動
普通教室、特別教室等の被害状況確認
電話・FAX、ＰＣ等の使用確認
水道電気ガスの状況確認
職員の宿直場所の確保
学校中の鍵の確保
	備蓄品の搬出
必要備品の確保トイレの汚物処理と清掃
プール水の利用
ゴミの処理

	応急復旧班
	復旧に必要な機材の調達と管理
危険箇所の処理
危険箇所の立ち入り禁止措置
避難場所の安全確認
	◎●●
〇●●
・●●、●●、●●
	被害調査票・ヘルメット・構内図・ロープ・標識・バリケード等
	校内の復旧作業
教職員の活動場所の確保
備蓄倉庫の備品確認
	

	救護班
	生徒及び教職員の救出・救命
負傷者や危険箇所等の確認
担当区域で負傷者の搬出
学校施設内のチェック
	◎●●
〇●●
・●●、●●、●●
	安全靴等・防災マスク・ヘルメット、スコップ・毛布革手袋・のこぎり・斧・トランシーバー・担架・AED・応急手当の備品・水・健康カード
	救助活動
近隣被災者の救助活動
学校施設危険箇所の応急処置
応急手当の備品確保
負傷者対応
	必要備品の調達
地域と連携した学校周辺危険箇所の応急処置
救護所の設置対応
近隣医療機関との連携による救護活動

	避難所協力班
	避難者の名簿作成
緊急物資の受け入れと管理
ボランティアの受け入れ
市町村及び自主防災組織と連携した避難所の運営支援
	◎●●
〇●●
・●●、●●、●●
	マスターキー・バリケード・ラジオ・ロープ・テープ・校内配置図・避難者への指示（文書）
	避難所開設準備
地域の代表者との初動の確認
	救援物資の受領、仕分け、保管等
避難者に必要な物資の調達
仮設トイレの設置、避難者数の掌握、名簿の作成




⑷　非常時の持ち出し品
　
	品目
	保管場所
	搬出担当者

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



⑸　重要書類の保管
　学校運営上の重要物品・重要書類
	内容
	保管場所

	校長印
	

	職印
	

	学校沿革史
	

	人事関係書類
	

	卒業生台帳
	

	指導要録
	

	●●●●
	

	●●●●
	

	●●●●
	

	
	

	
	


　図面等
	内容
	保管場所

	学校施設台帳
	

	電気配線図
	

	水道配管図
	

	電話配線図
	

	
	

	
	

	
	





命を守る訓練について（例）
⑴　訓練計画の策定
年間の避難訓練計画を策定する際には、地震及び火災の訓練については予告の有無、状況設定等に関して、以下の組み合わせで設定し、その他の訓練として、不審者侵入訓練及び弾道ミサイルに関する訓練は予告あり・授業中の設定とする。
地震災害発生時の避難（一次避難～三次避難まで）に関して、全生徒・教職員を対象とした情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練及び火災に関する避難訓練はそれぞれ年１回必ず実施する。
火災及び地震に関する避難訓練は複数の状況を想定し、●年単位で計画する。
【火災の避難訓練パターン（例）】火災発生
ａ　グラウンド
ｂ　体育館
ｃ　●●●
ｄ　●●●
Ａ　調理実習室
Ｂ　理科実験室
Ｃ　●●●●室
・・・
①　始業前
②　授業中
③　休み時間
④　放課後
①　避難経路使用可否
②　停電有無
③　実施予告有無
…等
条件
場面
避難場所
発生場所

【地震の避難訓練パターン（例）】地震
ａ　土砂災害あり
ｂ　土砂災害なし
Ａ　火災発生あり
Ｂ　火災発生なし
①　始業前
②　授業中
③　休み時間
④　放課後
①　避難経路使用可否
②　停電有無
③　実施予告有無
…等
条件
場面
その他災害②
その他災害①

【その他の訓練】
〇不審者侵入訓練
〇弾道ミサイル（Ｊアラート）訓練
〇河川氾濫避難訓練
〇避難行動の図上訓練（ＤＩＧ）
⑵　令和●年度の訓練実施時期と内容
異なる危険を想定し、年間３回以上の命を守る訓練を以下の通り実施する。
	回
	実施日
	訓練内容
	想定する災害

	１
	令和●年●月●日
	校内避難の経路確認
	火災

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


⑶　訓練後の留意点
訓練実施後には、訓練の効果が高められるよう、「避難訓練振り返りシート」を用いて反省事項等についてもよく指導する。
なお、不審者対応訓練及び弾道ミサイル発射情報に対する訓練については、必要以上に不安にさせることのないよう、適切な対応をすれば身を守ることができることを事前にしっかりと伝える。訓練後に不安な気持ちを持つ生徒がいた場合には、スクールカウンセラー等と連携し、個別対応する。








⑷　各訓練の実施要項　※各校にて実施する避難訓練の実施要項を記載すること。
①　帰宅確認訓練
毎年●月に●●災害発生を想定し、帰宅確認の予行を実施する。
●時●●分
緊急連絡メールにて生徒、保護者にアンケートを送信する。
＜メール文面＞
	※このメールは帰宅確認の訓練の為に送信をしています。災害発生時などには、以下の文面で安否確認を行います。

生徒・保護者の皆さんへ
生徒の皆さんが安全に帰宅できたかどうかを確認するため、メールを送信しています。
身の安全を確保した上で、現在の状況に最も近いものを以下から選び、回答してください。
生徒、保護者のどちらが回答をしても構いません。
帰宅途中を選択した人は、帰宅後に再度アンケートに回答をしてください。
[1]　自宅に到着した
[2]　親類・知人宅に到着した
[3]　避難所等の安全な場所に到着した　
[4]　帰宅途中である
[5]　その他


●時●●分
回答が無かった生徒へは、以下のいずれかの対応を実施する。
ａ　緊急連絡メールの個別配信機能によるアンケート回答の再度の要求
ｂ　電話による本人への安否確認の実施
ｃ　電話による保護者への安否確認の実施
　　　●時●●分
　　　帰宅確認終了。

②　●●に関する避難訓練
※以下、各校で実施している訓練の計画・要項等を記載する。



事故、災害発生時の保護者との連絡手段（例）
（「学校事故対応に関する指針【改訂版】（令和６年３月）」（文部科学省）より）

⑴　保護者への緊急連絡
緊急時の連絡手段について、年度初めに保護者に周知する。
ア　学校緊急連絡メール（すぐーる）
・入学時に保護者のメールアドレスを登録し、その後は年度初めにアドレスの変更等確認を行う。
・連絡帳機能を利用して家庭からの連絡、報告事項を把握する。
・メールアドレスの登録が困難な家庭には電話にて連絡する。
イ　学校ウェブサイト
・個人情報に配慮し、全校的な連絡事項を掲載する。
ウ　災害用伝言サービス　
・災害用伝言板（web171）
パソコンやスマートフォンから固定電話や携帯電話の番号を入力して安否情報等の登録、確認が可能。
	①　パソコン・スマートフォンから　https://www.web171.jp/　へアクセス

	ア　伝言を登録する場合
	イ　メッセージを確認する場合

	②　学校代表電話番号（××××－××―××××）を入力
③　「登録」をクリック
④　名前（●●高等学校）とメッセージを入力
⑤　「登録」をクリック
⑥登録されたメッセージが流れる
	②　学校代表電話番号（××××－××―××××）を入力
③　「確認」をクリック
④　登録されているメッセージが表示


・災害用伝言板
携帯電話のインターネット接続機能で被災地の方が文字で伝言を登録し、携帯電話番号を利用して全国から伝言を確認できる。
	①　携帯電話から災害用伝言板にアクセス
※災害時は各携帯電話会社公式サイトのトップ画面に災害用伝言板の案内が表示される。

	ア　伝言を登録する場合
	イ　メッセージを確認する場合

	②　「登録」を選択
③　現在の状態をメニューから選択
※任意で１００文字以内のコメントを入力
状態の複数選択やコメントのみも利用可能
④　「登録」を押す
	②　「確認」を選択
③　安否を確認したい携帯電話の番号を入力
④　「検索」を押す
⑤　伝言の一覧から確認したい伝言を選択


・災害用伝言ダイヤル（171）※被災地外→被災地への伝言用
伝言の録音・再生は、被災地の電話番号あてに行う必要がある。
市外局番で始まる電話番号、携帯電話番号、IP電話の電話番号が対象。
	①「１７１」をダイヤル

	ア　伝言を登録する場合
	イ　メッセージを確認する場合

	②　「１」をプッシュ
③　メッセージを伝えたい相手の電話番号をプッシュ
④　メッセージを録音
	②　「２」をプッシュ
③　伝言を確認する電話番号を入力
④　録音されたメッセージの再生


エ　オンライン授業システム
●●年より導入のオンライン授業システム「××××」に含まれる連絡帳ツール「■■」を用いて学級担任と家庭との双方向のやり取りが可能となる。
オ　校門・避難所等への貼り紙の掲示
停電等によりメールシステムなどが利用できない場合は、校門や指定避難所となる公民館等に連絡事項を貼付する。
カ　家庭や避難所などの訪問による連絡
ア～オによる連絡が不可能な場合は、家庭又は避難所を訪問し、対象生徒への連絡を行う。
⑵　職員への緊急連絡
教職員の緊急連絡は、一斉メール配信又は年度当初に作成する緊急連絡網を用いる。
ただし、災害状況によりこれらの手段が利用できない場合は、災害用伝言ダイヤル（171）・災害用伝言板（web171）を活用する。
また、個別の事案が発生した場合は、公用携帯電話（●●●●所持　×××―××××―××××）に架電をする。


事故等の調査・検証・再発防止について（例）
（「学校事故対応に関する指針【改訂版】（令和６年３月）」（文部科学省）より）
⑴　基本調査の実施
校長は、下記①に示す事故・災害等が発生した場合、事実関係の情報を収集・整理するため、以下のとおり速やかに「基本調査」を実施する。 
①　調査対象
	⑴　全ての「学校の管理下（登下校中を含む）において発生した死亡事故」
⑵　被害生徒の保護者の意向も踏まえ、学校の設置者が必要と判断した「治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」（重篤な事故には、治療に要する期間が３０日以上でなくても意識不明（人工呼吸器を装着、ＩＣＵに入る等）の場合や、身体の欠損（歯を含む）・身体機能の喪失を伴う事故等を含む。）


ただし、⑵については県教育委員会の判断に時間を要する場合があることから、教職員からの情報収集は、当該判断を待たずに実施するものとする。
「死亡事故」及び学校の設置者が必要と判断した事故については、学校は、速やかに「基本調査」に着手し、原則として３日以内を目途に、関係する全ての教職員から聴き取りを実施すると共に、必要に応じて、事故現場に居合わせた生徒への聴き取りを実施する。
②　調査に関わる業務分担の例
	職名
	業務

	校長
	基本調査の全体総括

	教頭・●●
	基本調査の取りまとめ・教職員への聴き取り

	●●
	基本調査の取りまとめの補佐・職員に対する聴き取りの記録

	●●
	生徒に対する聴き取りの記録

	●●・●●・●●
	生徒に対する聴き取り


※その他の事項は、「学校事故対応に関する指針【改訂版】（令和６年３月）」（文部科学省）により実施する。
③　基本調査の手順（「学校事故対応に関する指針【改訂版】（令和６年３月）」（文部科学省）より）
ア　基本調査の内容
基本調査の実施の際には、関係する全教職員及び関係する生徒からの聞き取りを実施する。
	＜聴き取りについて＞
・原則として３日以内を目途に実施する。
・事故後速やかに、関係する全教職員に記録用紙を配布し、事故に関する事実を記録する。
・事故発生直後にメモ等の記録を残していた教職員は、記録用紙の提出時に、メモ等の記録も併せて提出する。
・記録の内容を基に、聴き取り担当者が聴き取りを実施し、記録を行う。
・記録担当の教職員は、聴き取り担当及び関係する教職員が記載した記録用紙の情報を集約し、発生状況や事故後の対応について、時系列で整理する。
＜取り内容の例＞
・事故数日前からの被害生徒生徒等の状況で気になっていたこと
・疾患の有無及び内容
・既往症の有無及び内容
・事故発生時に当該教職員がしたこと、見たこと、聞いたこと
（被害生徒等及び事故現場に居合わせた生徒等の様子） 等


イ　全教職員からの聴き取りの留意点
・事故現場に居合わせた教職員への心のケア体制を整える。
・関係する教職員自身が強いストレスを受けている可能性にも留意し、必要な場合は医療機関を受診させる。
・部活動指導員等の当該外部人材からも聴き取りを実施する。
ウ　生徒からの聴き取りの留意点
・事故現場に生徒が居合わせたりするなど、事故発生時の事実関係を整理する上で関係する生徒に対して聴き取りを行う必要がある場合には、生徒への聴き取り調査の実施を検討する。
・短期間での聴き取りが難しい場合は、可能な範囲で実施し、詳細調査で引き続き実施することも検討する。
・生徒のケア体制を整えるとともに、聴き取りに際しては、保護者に連絡して理解・協力を依頼する。
・聴き取りの主体は、生徒が話しやすい教職員を充てるなど柔軟に対応する。
・生徒が心のケアを受ける中で、何か気になっていることがあれば自然と語れる雰囲気をつくるよう工夫する。
・事故現場に居合わせた生徒が話しやすい雰囲気を作り出すことが困難な状況においては、教職員からの聴き取りと同様に、当該生徒に記録用紙を配布し、事故に関する事実を記録してもらう方法を取る。
エ　関係機関との協力
・関係機関については、例えば、事件性のある事案の捜査や検視等を行う警察との協力、亡くなった生徒と関わりのある関係機関との情報共有を図る。
・警察において捜査が継続している場合などにおいては、捜査上、情報が開示されないこともあることに留意する必要がある。その際は、学校において確認できる範囲での基本調査を実施する。
④　調査における心のケアへの配慮
事故・災害等に関係する教職員や、その場に居合わせた生徒への対応では、「心のケア」と「事実関係の確認」の両立を図ることに努める。
このため、聴き取り調査などを行うに当たっては、スクールカウンセラー等の専門家の支援を受けて実施の判断を行う。また、実施の際には必ず複数の教職員で対応するとともに、状況に応じてスクールカウンセラー等の専門家に同席させる。
さらに、聴き取りに際しては、その目的を明らかにした上で、以下の事前説明を行い、聴き取り対象者の負担を軽減するよう努める。
	【聴き取り時の事前説明】
＊記憶していることを、できるだけ正確に思い出して話してほしいこと。
＊一人の記憶に頼るのではなく、複数の人の記憶を基に総合的に判断して、事実関係を取りまとめること（そのため、自らの発言だけで重大な事実関係が確定するわけではないこと）。
＊「誰が何を言った」ということが、そのまま外部に出たりしないこと。
＊（聴き取りを録音する場合）できるだけ正確に話の内容を記録するため録音するが、録音データは記録作成のみに利用し、そのまま外部に出たりしないこと。


⑤　教職員からの情報収集
調査担当（校長・教頭・教務主任）は、以下のとおり、教職員から事実関係に関する情報収集を実施する。
・記録用紙を用いた情報収集：事故・災害等の発生後速やかに、関係する全ての教職員に「事実情報記録用紙（教職員個人用）」を配布し、事故・災害等に関する事実情報の記載・提出を依頼する。
・事故・災害等の発生直後にメモ等の記録を残していた教職員がいた場合は、記録用紙を提出する際に、当該メモ等の記録も併せて提出を受ける。
・聴き取りの実施：原則として事故・災害等の発生から３日以内を目途に、関係する全ての教職員から聴き取りを実施する。
・聴き取りは、原則として②に定めた役割分担に基づく担当者が実施するが、教職員が話しやすいかどうかを考慮し、状況に応じて、校外支援者を担当に充てる。
・事故・災害時に部活動指導員など外部の方が関係していた場合には、これらの方も調査の対象として、教職員に対してと同様の対応をする。
・関係する教職員自身が強いストレスを受けている可能性にも留意し、必要な場合は医療機関の受診を勧めるなどの対応を取る。
⑥　事故・災害等の現場に居合わせた生徒からの情報収集
事故・災害等発生時の事実関係を整理する上で必要と判断される場合は、生徒への聴き取り調査の実施を検討する。実施に当たっては、以下の点に配慮する。
	保護者への対応
	聴き取り前に保護者に連絡し、理解を得るとともに協力を要請する。

	聴き取り担当者
	学級担任、養護教諭以外に、当該生徒が話しやすい教職員がいる場合は、その教職員が担当するなど、柔軟に対応する。

	心のケア体制
	保護者と連携して、心のケア体制を整え、心のケアの中で自然と語れる雰囲気をつくるよう工夫する。


※必要に応じ、教職員と同様に、記録用紙を配布して記載してもらう方法を取る。
⑦　情報の整理・報告・保存
・調査担当は、得られた情報及び記録担当の教職員による記録を基に、事実経過を時系列にて整理する。
・整理した情報は、岐阜県育委員会に報告する。
・基本調査で収集した記録用紙（メモを含む）や報告等の連絡に用いた電子メール等は、詳細調査を行う際の資料となること等を踏まえ、●●間、保存する。
⑧　詳細調査への協力
岐阜県教育委員会が、詳細調査の実施を判断した場合は、学校としてこれに協力をする。


⑵　評価・検証と再発防止対策の推進 
①　危機対応の評価・検証 
調査担当（校長・教頭・学校安全担当）は、基本調査で得られた情報の評価・分析を行い、問題点・要改善点を抽出する。評価・分析の視点は、以下を基本とする。
	発生時の対応
	・生徒の安全確保は適切に行われたか
・校内の緊急連絡体制は機能したか
・関係者・関係機関への連絡は適切に行われたか
・情報収集・管理は適切に行われたか 等

	発生後・事後の対応
	・生徒・保護者への対応は適切に行われたか
・校内の対策本部体制は機能したか （役割分担、情報共有・伝達等）
・関係者、関係機関との連携は適切だったか
・関係者や報道機関への情報提供は適切に行われたか 等

	事前対応
	・点検など事前の未然防止対策に不足していた点はないか
・教職員への周知や研修・訓練に不足していた点はないか
・生徒への安全教育に不足していた点はないか
・危機管理マニュアルに不十分な点や問題点はないか 等


②　再発防止策の策定・実施
調査担当は、評価・検証により得られた問題点・要改善点について、再発防止策を検討し、詳細調査が実施された場合には、その報告書の提言に基づき、再発防止策に反映させる。
なお、再発防止策については、下記のとおり関係者等に説明して意見を聴取した上で、取りまとめる。
・教職員への説明・意見聴取（職員会議等）
・被災生徒保護者への説明・意見聴取
・その他保護者への説明・意見聴取（ＰＴＡ総会又は役員会等）
・関係機関等への説明・意見聴取
⑶　校内での再発防止策の策定
①　危機対応の評価と検証
調査担当（校長・教頭・学校安全担当）は、基本調査で得られた情報の評価・分析を行い、問題点・要改善点を抽出する。
評価・分析の視点は、以下を基本とする。
	発生時の対応
	・生徒の安全確保は適切に行われたか 
・校内の緊急連絡体制は機能したか 
・関係者・関係機関への連絡は適切に行われたか 
・情報収集・管理は適切に行われたか 等 

	発生後・事後の対応
	・生徒・保護者への対応は適切に行われたか 
・校内の対策本部体制は機能したか （役割分担、情報共有・伝達等） 
・関係者、関係機関との連携は適切だったか 
・関係者や報道機関への情報提供は適切に行われたか 等

	事前対応
	・点検など事前の未然防止対策に不足していた点はないか 
・教職員への周知や研修・訓練に不足していた点はないか 
・生徒への安全教育に不足していた点はないか 
・危機管理マニュアルに不十分な点や問題点はないか 等


②　再発防止策の策定・実施 
校長は、評価・検証により得られた問題点・要改善点について、再発防止策を検討する。また、詳細調査が実施された場合には、その報告書の提言に基づき、再発防止策に反映させる。 
なお、再発防止策については、下記のとおり関係者等に説明して意見を聴取した上で、取りまとめる。 
・教職員への説明・意見聴取（職員会議等） 
・被災生徒保護者への説明・意見聴取 
・その他保護者への説明・意見聴取（ＰＴＡ総会又は役員会等） 
・関係機関等への説明・意見聴取（●●●●協議会）

image1.png




image2.png




image3.emf
脱落 変形 剥離 ひび・破損 変質

・

落

ち

そ

う

・

ぶ

ら

下

が

っ

て

い

る

・

垂

れ

て

い

る

・

ず

れ

て

い

る

・

凹

ん

で

い

る

・

傾

い

て

い

る

・

た

わ

ん

で

い

る

・

ゆ

が

ん

で

い

る

・

曲

が

っ

て

い

る

・

ガ

タ

つ

い

て

い

る

・

剥

が

れ

て

い

る

・

ふ

か

ふ

か

す

る

・

膨

ら

ん

で

い

る

・

ひ

び

割

れ

て

い

る

・

割

れ

て

い

る

・

折

れ

て

い

る

・

破

れ

て

い

る

・

切

れ

て

い

る

・

腐

っ

て

い

る

・

錆

び

て

い

る

・

シ

ミ

が

あ

る

Ⅰ．天井

①天井

天井（天井仕上げボード、モルタル等）

にずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見

当たらないか。

劣

化

25

Ⅱ．照明器具

①照明器具

照明器具に変形、腐食等の異常は見

当たらないか。

劣

化

25

Ⅲ．窓・ガラス

①ガラス

窓ガラスにひび割れ等の異常は見当

たらないか。

劣

化

26

②窓・ドア

窓やドアの開閉時に、引っかかる、著

しく重いなどの異常がないか。

劣

化

26

③クレセント

開閉可能な窓のクレセントはかかって

いるか。

使

い

方

27

④窓ガラス周辺

地震時に衝突するおそれがあるものを

窓ガラス周辺に置いていないか。

使

い

方

27

⑤扉など

教室の扉など、内部建具に変形、腐

食、ガタつき等の異常は見当たらない

か。

劣

化

27

Ⅳ．外壁（外装材）

①外壁（外装材）

外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見

当たらないか。

（庇や軒、バルコニー等を含む）

劣

化

28

Ⅴ．内壁（内装材）

①内壁（内装材）

内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見

当たらないか。

劣

化

28

Ⅵ．設備機器

①

放送機器・体育器

具

本体の傾きや取付け金物の腐食、破

損等は見当たらないか。

劣

化

29

②空調室外機 空調室外機は傾いていないか。

劣

化

29

Ⅶ．テレビなど

①天吊りテレビ

テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定

されているか。

耐

震

性

30

②

棚置きテレビ・パソ

コン等

テレビ・パソコン等の転倒・落下防止

対策を講じているか。

耐

震

性

30

③

キャスター付きのテ

レビ台など

テレビ台や電子黒板、キャスター付き

の台などの移動・転倒防止対策を講じ

ているか。

耐

震

性

31 A・B・C・D
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A・B・C・D
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A・B・C・D



A・B・C・D
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A・B・C・D
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※該当結果に○
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Ⅷ．収納棚など

①棚・ロッカーなど

書棚、薬品棚、ロッカー等は取付け金

物で壁や床に固定しているか。

耐

震

性

31

②棚の積載物 棚の上に重量物を置いていないか。

使

い

方

32

③薬品棚の収納物

薬品の容器等の破損・飛び出し防止

対策を講じているか。

使

い

方

32

Ⅸ．ピアノなど

①ピアノなど

ピアノなどに滑り・転倒防止対策を講じ

ているか。

耐

震

性

33

Ⅹ．エキスパンション・ジョイント

①

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄ

のカバー材

エキスパンション・ジョイントのカバー

材が変形又は外れていないか。

劣

化

34

②

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄ

及びその周辺

エキスパンション・ジョイント及びその

周辺に物を置いていないか。

使

い

方

34

Ⅺ．ブロック塀等

①ブロック塀等

塀に傾き、ひび割れ等の異常は見当

たらないか。

劣

化

Ⅻ．屋外

①樹木

大木･高木･中木の幹が折れかかって

いないか。

大枝が落ちかけていないか。

劣

化

②柱状の工作物

木柱･鉄柱･コンクリート柱が大きく傾

斜していないか。

柱の根元が欠けていて、転倒しかかっ

ていないか。

柱の断面が欠けていないか。

劣

化

③石碑等

石碑等が大きく傾斜して倒れかかって

いないか。

石碑等の石が割れたりしていないか。

劣

化

A・B・C・D

A・B・C・D

A・B・C・D



A・B・C・D



A・B・C・D

A・B・C・D

A・B・C・D



A・B・C・D



A・B・C・D



A・B・C・D

※点検項目を追加する場合は以下の欄を活用してください。
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Ⅰ．天井

①天井

天井（天井仕上げボード、モルタル等）

にずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見

当たらないか。

劣

化

25

Ⅱ．照明器具

①照明器具

照明器具に変形、腐食等の異常は見

当たらないか。

劣

化

25

Ⅲ．窓・ガラス

①ガラス

窓ガラスにひび割れ等の異常は見当

たらないか。

劣

化

26

②窓・ドア

窓やドアの開閉時に、引っかかる、著

しく重いなどの異常がないか。

劣

化

26

③クレセント

開閉可能な窓のクレセントはかかって

いるか。

使

い

方

27

④窓ガラス周辺

地震時に衝突するおそれがあるものを

窓ガラス周辺に置いていないか。

使

い

方

27

⑤扉など

教室の扉など、内部建具に変形、腐

食、ガタつき等の異常は見当たらない

か。

劣

化

27

Ⅳ．外壁（外装材）

①外壁（外装材）

外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見

当たらないか。

（庇や軒、バルコニー等を含む）

劣

化

28

Ⅴ．内壁（内装材）

①内壁（内装材）

内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見

当たらないか。

劣

化

28

Ⅵ．設備機器

①

放送機器・体育器

具

本体の傾きや取付け金物の腐食、破

損等は見当たらないか。

劣

化

29

②空調室外機 空調室外機は傾いていないか。

劣

化

29

Ⅶ．テレビなど

①天吊りテレビ

テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定

されているか。

耐

震

性

30

②

棚置きテレビ・パソ

コン等

テレビ・パソコン等の転倒・落下防止

対策を講じているか。

耐

震

性

30

③

キャスター付きのテ

レビ台など

テレビ台や電子黒板、キャスター付き

の台などの移動・転倒防止対策を講じ

ているか。

耐

震

性

31 A・B・C・D
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Ⅷ．収納棚など

①棚・ロッカーなど

書棚、薬品棚、ロッカー等は取付け金

物で壁や床に固定しているか。

耐

震

性

31

②棚の積載物 棚の上に重量物を置いていないか。

使

い

方

32

③薬品棚の収納物

薬品の容器等の破損・飛び出し防止

対策を講じているか。

使

い

方

32

Ⅸ．ピアノなど

①ピアノなど

ピアノなどに滑り・転倒防止対策を講じ

ているか。

耐

震

性

33

Ⅹ．エキスパンション・ジョイント

①

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄ

のカバー材

エキスパンション・ジョイントのカバー

材が変形又は外れていないか。

劣

化

34

②

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄ

及びその周辺

エキスパンション・ジョイント及びその

周辺に物を置いていないか。

使

い

方

34

Ⅺ．ブロック塀等

①ブロック塀等

塀に傾き、ひび割れ等の異常は見当

たらないか。

劣

化

Ⅻ．屋外

①樹木

大木･高木･中木の幹が折れかかって

いないか。

大枝が落ちかけていないか。

劣

化

②柱状の工作物

木柱･鉄柱･コンクリート柱が大きく傾

斜していないか。

柱の根元が欠けていて、転倒しかかっ

ていないか。

柱の断面が欠けていないか。

劣

化

③石碑等

石碑等が大きく傾斜して倒れかかって

いないか。

石碑等の石が割れたりしていないか。

劣

化
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A・B・C・D
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A・B・C・D

※点検項目を追加する場合は以下の欄を活用してください。


